つがる市自治会電気料金高騰対策緊急支援事業補助金交付要綱
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（趣旨）
第１条　この告示は、エネルギー価格の高騰に伴い、自治会が管理する施設に係る電気料金の負担が増加している状況を踏まえ、自治会の安定的な運営及び地域コミュニティ活動の継続を支援することを目的としたつがる市自治会電気料金高騰対策緊急支援事業補助金の交付に関し、つがる市補助金等の交付に関する規則（平成17年つがる市規則第49号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この告示において、「自治会」とは、市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
（補助対象）
第３条　補助の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(１)　自治会が管理する集会施設を有していること。
(２)　当該集会施設に係る電気料金を自治会自らの負担により支払っていること。ただし、複数の自治会が共同で管理する集会施設にあっては、当該施設に係る電気料金を代表して支払っている自治会。
(３)　当該電気料金について、市から施設管理委託料及び指定管理料その他これらに類する財政的支援を受けていないこと。
（補助対象経費）
第４条　補助対象経費は、自治会が令和７年１月から12月までに支出した、当該自治会が管理する集会施設に係る電気料金の実績額とする。
（補助金の額）
第５条　補助金の額は、前条に定める補助対象経費の10分の８以内の額（その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。）とする。ただし、補助金の交付は、予算の範囲内において行うものとする。
（補助金の交付申請）
第６条　補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、自治会電気料金高騰対策緊急支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長へ提出しなければならない。
(１)　令和７年１月から12月分の電気料金の支払がわかる書類
(２)　振込先口座がわかる書類
(３)　その他市長が必要と認める書類
　（実績報告の省略）
第７条　市長は、前条の交付申請書に添付された書類により補助対象経費の実績が確認できる場合は、当該申請書をもって実績報告に代えることができる。
（交付決定等）
第８条　市長は、第６条の申請があった場合は、速やかにこれを審査し、その結果を自治会電気料金高騰対策緊急支援事業補助金交付決定兼確定（却下）通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。
（補則）
第９条　この告示に定めるもののほか、つがる市自治会電気料金高騰対策緊急支援事業補助金事業に関し必要な事項は市長が別に定める。
附　則
　（施行期日）
１　この告示は、公表の日から施行する。
　（この告示の失効）
２　この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。
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